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台
湾
と
中
国
と
の
間
の
往
来
は
、
四
十
年
近
く
に
わ
た
り
冷
戦
の

歴
史
の
中
で
氷
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
両
岸
関
係
の
雪
解
け
は
、
両

岸
内
部
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
と
国
際
的
な
力
の
衝
撃
に
よ
っ
て
始
ま
っ

た
。
一
九
八
六
年
に
台
湾
政
治
の
自
由
化
の
う
ね
り
が
現
れ
、
民
進

党
が
成
立
し
、
一
九
八
七
年
に
は
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
た
。
同
年
、

国
民
党
政
府
は
退
役
老
兵
の
里
帰
り
・
親
族
訪
問
を
認
め
、
こ
れ
が

公
的
に
認
可
さ
れ
た
両
岸
往
来
の
発
端
と
な
っ
〉
1
〈

た
。
た
だ
し
、
実
際

に
は
そ
れ
よ
り
数
年
早
く
、「
抜
け
駆
け
」
の
行
動
が
出
現
し
て
い

た
。
例
え
ば
、
保
釣
運
動
後
の
左
派
活
動
家
の
「
回
帰
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
あ
る
い
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
・
中
期
に
は
、
一
部
の
メ
ー

カ
ー
が
第
三
地
に
工
場
を
つ
く
り
、
中
国
に
製
品
を
販
売
し
て
い

た
。
し
か
し
、
両
岸
関
係
の
大
き
な
変
化
の
動
力
は
、
依
然
と
し
て

冷
戦
の
壁
の
崩
壊
後
に
台
湾
資
本
が
中
国
に
西
進
し
て
か
き
回
す
大

波
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
二
〇
〇
八
年
に
至
る
ま
で
、
中
台
間
の
国
家
主
権
に
関
わ
る
議
論

は
解
決
し
て
お
ら
ず
、
両
岸
間
の
交
流
形
態
は
、
依
然
と
し
て
「
政

治
は
疎
遠
、
経
済
は
融
〉
2
〈

合
」、
あ
る
い
は
「
政
治
は
対
峙
、
経
済
は

躍
進
」
と
い
う
基
調
の
も
と
で
進
行
し
て
い
〉
3
〈

る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

の
多
く
は
、
主
に
「
政
治
領
域
」
や
「
経
済
関
係
」
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
が
、
両
岸
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
「
海
峡
を
越
え
た
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
場
」（trans-Strait governance field

）
と
い
う
視
点
か

ら
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
社
会
政
治
的
問
題
、
と
く
に
最
も
敏
感

「
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
」に
お
け
る 

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
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で
複
雑
な
身
分
政
治
（identity politics

）
に
関
す
る
問
題
は
あ
ま

り
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
二
十
年
来
両
岸
の
相
互
作
用
は
、
経

済
的
利
益
が
牽
引
し
、
社
会
の
場
に
軽
視
で
き
な
い
影
響
と
結
果
を

す
で
に
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
結
果
は
両
岸
政
府

そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
と
そ
の
相
互
関
係
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
中
国
に
お
け
る
台
湾
人
の
身
分
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
に

影
響
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
の
第
一
節
で
は
、
ま
ず
両
岸
経
済
社

会
関
係
の
構
造
的
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
発
展
段
階
に
つ
い
て
述
べ

る
。
第
二
節
で
は
、
中
国
に
お
け
る
台
湾
人
の
身
分
の
あ
り
方
を
め

ぐ
る
制
度
と
政
策
的
文
脈
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
第
三
節
で
は
、
本

論
で
議
論
す
る
ケ
ー
ス
か
ら
、
海
峡
を
越
え
た
場
と
い
う
概
念
の
政

治
的
意
味
を
提
起
す
る
。

一

　両
岸
経
済
社
会
関
係
の
四
つ
の
発
展
段
階

　
歴
史
的
過
程
か
ら
い
う
と
、
両
岸
関
係
を
推
し
動
か
す
最
大
の
動

力
は
資
本
移
動
で
あ
る
。
資
本
の
西
進
は
台
湾
と
世
界
と
の
間
の
貿

易
に
構
造
的
変
化
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
大
規
模
の
台
湾
人
が
こ
れ

に
引
き
寄
せ
ら
れ
中
国
に
移
り
住
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
歴
史
的
発

展
を
押
し
進
め
た
構
造
的
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
世
界
的
な
力
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
海
峡
両
岸
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
歴
史
的
変
遷

は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
民
主
化
の
第
三
の
波
と
い
う

三
つ
の
世
界
的
な
力
が
合
流
し
た
激
流
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
ま
ず
、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
は
、
米
中
台
三
者
関
係
に
新
た
な
構
造

を
も
た
ら
し
た
。
ア
メ
リ
カ
が
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
中
国
と
の
関
係
構
築
を
進
め
た
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷

戦
の
垣
根
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
早
く
取
り
除
か
れ
た
。
ポ
ス
ト
冷
戦

に
よ
っ
て
中
国
は
両
岸
関
係
に
お
い
て
積
極
的
な
姿
勢
を
採
る
よ
う

に
な
る
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
中
国
に
製
品
市
場
を
開

放
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
の
力
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
国
際
的
な
新
分
業
体
系
を
促
し
、
資
本
が
大

量
に
中
国
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
生
産
市
場
と
消
費
市
場
と
し

て
の
中
国
の
地
位
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
た
。
ポ
ス
ト
冷
戦
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
結
合
し
た
後
、
両
岸
関
係
の
初
期
運

動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
資
本
の
移
動
か
ら
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本

移
動
を
方
向
付
け
と
し
て
促
さ
れ
た
社
会
関
係
の
変
遷
で
あ
る
。
三

つ
目
の
力
は
台
湾
の
民
主
化
で
あ
る
。
台
湾
は
、
民
主
化
の
第
三
の

波
の
上
に
位
置
し
て
お
り
、
国
内
外
の
潮
流
と
新
興
の
経
済
力
、
社

会
力
の
後
押
し
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
の
道
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の

自
由
民
主
主
義
体
制
は
、
一
方
で
両
岸
関
係
の
開
放
を
促
し
、
も
う

一
方
で
は
両
岸
関
係
発
展
の
方
向
と
範
囲
を
拘
束
し
た
。

　
段
階
の
分
析
に
入
る
前
に
、
ま
ず
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
を
見
て
お

き
た
い
。
は
じ
め
に
台
湾
か
ら
中
国
へ
の
直
接
投
資
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
）
で

あ
る
。
は
っ
き
り
し
た
統
計
デ
ー
タ
は
一
九
九
二
年
か
ら
し
か
存
在

し
な
い
。
中
国
側
の
統
計
に
よ
る
と
、
中
国
に
お
け
る
台
商
（
台
湾

図１　台湾から中国への直接投資規模の推計（1992‒2010年）

出所：台湾経済部投資審議委員会。
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系
企
業
）
の
直
接
投
資
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
に
ピ
ー
ク
に
達

し
、
二
〇
〇
二
年
に
は
四
〇
億
ド
ル
近
く
に
及
ん
だ
。
近
年
で
は
落

ち
着
い
た
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
二
十
数
億
ド
ル
で
あ

る
。
台
湾
の
公
的
な
統
計
で
は
、「
経
済
部
大
陸
投
資
許
可
」
の

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
累
計
は
八
二

七
億
ド
ル
に
達
し
、
こ
の
総
金
額
は
中
国
側
の
統
計
に
よ
る
四
九
五

億
ド
ル
よ
り
は
る
か
に
多
〉
4
〈

い
。
台
湾
資
本
の
中
国
へ
の
投
資
は
二
〇

一
〇
年
に
も
う
一
つ
の
ピ
ー
ク
に
到
達
し
、
一
四
六
億
ド
ル
、
累
計

で
は
九
七
三
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
（
図
１
を
参
照
）。

　
直
接
投
資
は
大
規
模
な
両
岸
貿
易
を
促
進
さ
せ
、
ま
た
台
湾
と
ア

メ
リ
カ
や
日
本
と
の
間
の
貿
易
構
造
も
変
化
さ
せ
た
。
両
岸
の
貿
易

構
造
に
お
い
て
、
台
湾
は
大
量
の
原
料
と
半
製
品
を
中
国
に
輸
出
し

て
加
工
・
組
み
立
て
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ど
の
国
々
に
輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
も
と
も
と

台
湾
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
抱
え
て
い
た
膨
大
な
貿
易
黒
字
は
中
国

に
対
す
る
黒
字
へ
と
転
換
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に
両
岸
の
貿
易
量
は

急
速
に
増
加
し
た
。
台
湾
の
行
政
院
大
陸
委
員
会
の
統
計
に
よ
る

と
、
そ
の
年
の
台
湾
か
ら
中
国
へ
の
輸
出
は
二
三
・
一
％
の
成
長

で
、
三
一
五
億
ド
ル
に
達
し
た
。
そ
し
て
輸
出
入
総
額
は
二
五
・

三
％
の
成
長
で
、
三
九
五
億
ド
ル
に
達
し
た
。
台
湾
側
の
貿
易
黒
字

は
二
三
六
億
ド
ル
で
あ
る
。
中
国
側
の
推
計
デ
ー
タ
の
数
字
は
さ
ら

に
大
き
い
。
台
湾
か
ら
中
国
へ
の
輸
出
は
三
九
・
二
％
の
成
長
で
あ

り
、
三
八
一
億
ド
ル
に
達
す
る
。
輸
出
入
総
額
は
三
八
・
一
％
の
成



図２　台湾と中国の貿易総額と貿易黒字（台湾・行政院大陸委員会データ） 
（1986‒2010年）

出所：台湾経済部統計処。
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長
で
四
四
六
億
ド
ル
に
達
し
、
台
湾
側
の
貿
易
黒
字
は
三
一
五
億
ド

ル
で
あ
〉
5
〈

る
。
経
済
部
国
際
貿
易
局
の
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年

に
は
台
湾
の
対
中
国
貿
易
額
は
六
〇
八
億
ド
ル
に
達
し
、
は
じ
め
て

ア
メ
リ
カ
（
四
九
五
億
ド
ル
）、
日
本
（
六
〇
四
億
ド
ル
）
両
国
を

上
回
り
、
中
国
が
台
湾
に
と
っ
て
最
大
の
貿
易
相
手
と
な
っ
た
。
二

〇
一
〇
年
に
は
台
湾
か
ら
中
国
へ
の
輸
出
は
八
四
八
億
ド
ル
に
達

し
、
四
八
九
億
ド
ル
の
輸
出
超
過
と
な
っ
た
（
図
２
を
参
照
）。
二

〇
一
一
年
第
一
四
半
期
に
は
、
両
岸
双
方
の
貿
易
総
額
は
三
七
六
億

ド
ル
と
な
り
、
台
湾
は
中
国
に
と
っ
て
第
七
位
の
貿
易
相
手
で
あ

り
、
中
国
は
台
湾
に
と
っ
て
第
一
位
の
輸
出
市
場
、
第
二
位
の
輸
入

先
、
そ
し
て
第
一
位
の
貿
易
黒
字
相
手
地
域
で
あ
〉
6
〈

る
。
以
下
で
は
、

四
つ
の
発
展
段
階
の
特
徴
と
傾
向
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

㈠
　一
九
八
七
年
〜
一
九
九
〇
年
代
中
期

　
両
岸
関
係
の
新
た
な
テ
ー
マ
の
浮
上
は
、
資
本
の
西
へ
の
移
動
を

駆
動
の
主
力
と
し
た
。
第
一
波
の
資
本
移
動
は
輸
出
指
向
の
労
働
集

約
型
中
小
製
造
業
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
は
、
お
お
よ
そ
一

九
八
〇
年
代
末
期
か
ら
一
九
九
〇
年
代
中
期
に
か
け
て
で
あ
〉
7
〈

る
。
台

湾
資
本
は
主
に
華
南
に
集
中
し
、
ま
た
一
部
は
華
東
に
も
進
出
し
て

い
た
。
こ
の
段
階
で
は
中
国
自
身
の
外
資
受
け
入
れ
に
関
す
る
制
度

が
相
対
的
に
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
も

比
較
的
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
多
く
の
台
湾
資
本
は
地
方
政
府

と
財
産
権
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
虚
偽
の
処
理
を
協
力
し
て
お
こ
な
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い
、
ま
た
は
運
用
空
間
が
極
め
て
弾
力
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

結
ん
〉
8
〈

だ
。
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン

グ
へ
の
圧
力
の
回
避
と
特
恵
待
遇
の
享
受
と
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、

こ
れ
を
「
脱
埋
め
込
み
戦
略
」
あ
る
い
は
「
空
中
の
要
塞
戦
略
」
と

呼
ぶ
研
究
者
も
い
〉
9
〈
る
。
こ
の
段
階
で
中
国
に
進
出
し
た
台
商
は
、
中

小
企
業
主
と
生
産
ラ
イ
ン
管
理
者
が
中
心
で
あ
っ
た
。
多
く
の
「
斜

陽
産
業
」
の
中
堅
幹
部
と
ベ
テ
ラ
ン
職
人
が
中
国
で
経
営
す
る
工
場

に
移
り
、
経
営
規
模
拡
大
の
機
会
と
視
野
を
獲
得
し
た
。
こ
の
段
階

で
は
台
湾
側
人
員
の
帰
台
サ
イ
ク
ル
は
比
較
的
頻
繁
で
あ
り
、
両
岸

間
の
社
会
的
隔
絶
は
依
然
と
し
て
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
て
い
た
。

両
岸
は
政
治
の
雰
囲
気
に
お
い
て
は
緩
和
に
向
か
い
お
互
い
相
手
を

探
っ
て
お
り
、
両
者
は
海
峡
交
流
基
金
会
（
台
湾
側
）
と
海
峡
両
岸

関
係
協
会
（
中
国
側
）
と
い
う
見
か
け
上
非
政
府
の
二
つ
の
組
織
を

通
し
て
協
議
を
進
め
て
い
っ
た
。
ま
た
「
台
胞
」
と
い
う
用
語
は
、

中
国
政
府
が
意
図
的
に
運
用
す
る
中
で
、
特
定
の
社
会
経
済
的
意
味

を
持
っ
た
政
治
的
語
彙
に
な
っ
た
。

㈡
　一
九
九
〇
年
代
中
期
〜
二
〇
〇
〇
年
代
初
期

　
第
二
段
階
は
、
お
お
よ
そ
一
九
九
〇
年
代
中
期
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
初
期
に
か
け
て
で
あ
る
。
中
国
経
済
は
世
界
シ
ス
テ
ム
と
の
リ
ン

ク
が
さ
ら
に
成
熟
し
、
台
湾
と
の
間
の
商
工
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
さ

ら
に
緊
密
に
な
っ
た
。
経
済
発
展
の
地
理
的
分
布
に
は
明
ら
か
な
変

化
が
起
こ
り
、
中
国
の
対
外
経
済
に
お
け
る
長
江
デ
ル
タ
の
主
導
的

地
位
が
す
で
に
確
立
さ
れ
た
。
台
湾
の
ハ
イ
テ
ク
工
業
が
、
長
江
デ

ル
タ
地
帯
へ
大
量
に
進
出
す
る
と
と
も
に
、
第
一
波
の
人
的
移
動
を

先
導
し
た
。
両
岸
間
に
も
海
峡
を
越
え
た
経
済
社
会
関
係
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
、
台
湾

は
中
国
の
公
民
戸
籍
に
対
し
短
期
的
に
「
二
重
承
認
」
の
政
策
を
採

用
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
長
く
は
実
施
さ
れ
ず
、
す
ぐ
に
ま
た
方

針
が
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
中
国
に
お
け
る
台
湾
資
本
の

産
業
分
布
と
仕
入
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
絶
え
ず
深
化
し
、
中
国
現
地

の
関
連
メ
ー
カ
ー
の
競
争
力
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
国
内

資
本
メ
ー
カ
ー
が
輸
出
先
を
自
主
開
拓
す
る
能
力
が
大
幅
に
強
化
さ

れ
た
。
別
の
側
面
で
は
、
多
く
の
台
湾
資
本
企
業
の
国
内
販
売
市
場

の
開
拓
も
大
き
く
進
展
し
た
。
同
時
に
、
台
湾
資
本
企
業
内
の
大
陸

籍
幹
部
も
徐
々
に
頭
角
を
現
し
、
台
湾
人
幹
部
と
の
競
争
関
係
す
ら

生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
九
九
六
年
に
は
台
湾
の
歴
史
上
は
じ
め
て
総
統
の
民
選
が
お
こ

な
わ
れ
、
こ
れ
は
冷
戦
後
の
両
岸
関
係
に
と
っ
て
一
つ
の
分
水
嶺
と

な
っ
た
。
そ
の
年
の
北
京
か
ら
台
湾
へ
の
軍
事
的
威
嚇
は
、
も
う
少

し
で
中
米
間
の
武
力
衝
突
を
招
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
同
じ
時
期
、

資
本
集
約
型
メ
ー
カ
ー
は
大
挙
し
て
中
国
へ
投
資
し
、
台
湾
は
「
産

業
空
洞
化
」
の
圧
力
や
「
カ
ネ
は
中
国
へ
行
き
、
債
務
は
台
湾
に
残

る
」
と
い
う
焦
り
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
台
湾
政
府
は

「
戒
急
用
忍
」
の
戦
略
を
と
っ
た
。
こ
の
戦
略
は
事
後
的
に
み
る
と

実
際
の
効
果
は
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戒
急
用
忍
の
政
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策
は
、
象
徴
的
に
示
す
作
用
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
政
治
的
な
言
葉

遣
い
は
台
湾
が
両
岸
関
係
の
政
治
面
に
お
い
て
守
勢
に
立
っ
て
い
る

こ
と
を
体
現
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
戦
略

を
、
台
湾
社
会
の
自
己
防
衛
の
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
理
解
す
べ
き

な
の
で
あ
る
。

　
一
九
九
六
年
以
降
、
中
台
双
方
は
短
期
的
に
「
二
度
の
辜
汪
会

談
」（
辜
振
甫
・
汪
道
涵
会
談
）
を
お
こ
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
は

中
国
側
は
こ
れ
ら
協
議
の
ラ
イ
ン
を
打
ち
切
っ
た
。
中
国
政
府
は
単

独
主
義
（unilateralism

）
の
モ
デ
ル
に
切
り
替
え
、
中
国
各
地
の

台
商
協
会
と
の
連
繋
を
強
化
し
て
、
台
商
協
会
幹
部
の
人
事
決
定
権

を
強
力
に
主
導
し
、
台
湾
海
基
会
と
台
商
協
会
と
の
直
接
の
連
繋
を

妨
げ
る
各
種
障
碍
を
設
け
〉
10
〈

た
。

　
台
湾
政
府
は
両
岸
構
造
に
お
い
て
不
利
な
地
位
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
対
中
関
係
の
処
理
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
常
に
「
出
は
緩
く
、

入
は
厳
し
く
」
の
政
策
を
と
っ
て
き
た
。
中
国
側
の
ヒ
ト
や
資
金
、

メ
デ
ィ
ア
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
厳
格
に
出
入
り
を
管
理
し
て
き

た
。
両
岸
の
経
済
関
係
は
台
湾
人
が
中
国
へ
大
規
模
に
移
動
す
る
の

を
促
進
し
た
〉
11
〈

が
、
中
国
か
ら
台
湾
へ
入
っ
て
く
る
人
口
は
少
な
か
っ

た
。
一
九
九
六
年
に
は
約
六
万
人
だ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
七
年
に

は
約
二
七
万
人
に
な
っ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
八
年
に
馬
英
九
が
総
統

に
就
任
し
た
後
、
両
岸
は
大
陸
観
光
客
の
来
台
に
つ
い
て
協
議
し
、

こ
の
後
来
台
す
る
中
国
人
は
急
速
に
増
加
し
、
二
〇
一
〇
年
に
は
一

五
九
万
人
に
達
し
た
（
入
境
許
可
人
数
）。
こ
の
類
別
に
は
「
社
会

交
流
」「
文
教
交
流
」「
経
済
交
流
」「
観
光
」、
そ
し
て
「
小
三
通
」

が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
観
光
が
最
多
で
あ
〉
12
〈

る
。
こ
の
ほ
か
に
両
岸
の

婚
姻
も
近
年
で
は
顕
著
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
内
政
部
の
統
計
に

よ
る
と
、
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
六
月
ま
で
に
、
総
計
で
は

の
べ
二
五
万
人
以
上
の
中
国
籍
配
偶
者
が
台
湾
で
生
活
あ
る
い
は
滞

在
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
中
で
身
分
証
を
取
得
し
て
台
湾
に
定
住

し
て
い
る
者
は
、
四
・
一
万
人
の
み
で
あ
る
。
大
多
数
は
、
親
戚
訪

問
や
家
族
呼
び
寄
せ
の
旅
行
証
（
一
一
・
四
万
人
）、
及
び
居
留
証

（
家
族
居
留
と
長
期
居
留
、
九
・
一
万
人
）
な
ど
、
そ
れ
以
外
の
ル
ー

ト
で
来
台
し
て
い
〉
13
〈

る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
中
国
人
の
密
航
や
偽
装
結

婚
に
よ
る
来
台
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
し
ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
の
ペ
ー
ジ
に

登
場
す
る
。
中
国
籍
配
偶
者
に
対
す
る
台
湾
当
局
の
身
分
取
得
政
策

は
、
過
度
に
厳
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
、
こ
の
数
年
来
熱

い
議
論
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
〉
14
〈

る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
七
月
か

ら
二
〇
一
〇
年
二
月
に
か
け
て
、
新
た
に
身
分
証
を
取
得
し
た
中
国

籍
配
偶
者
は
、
三
・
六
万
人
近
く
に
な
る
。
こ
の
デ
ー
タ
が
示
し
て

い
る
の
は
、
二
〇
〇
八
年
に
馬
政
府
が
政
権
に
就
い
て
か
ら
、
中
国

籍
配
偶
者
の
台
湾
で
の
定
住
に
対
す
る
政
策
は
明
ら
か
に
緩
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈢
　二
〇
〇
〇
年
代
初
期
〜
二
〇
〇
八
年

　
第
三
段
階
は
だ
い
た
い
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま

で
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
台
湾
最
先
端
の
電
子
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
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タ
産
業
が
中
国
に
お
い
て
徐
々
に
巨
大
で
完
全
な
製
造
サ
ー
ビ
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
テ
ク

エ
ン
ジ
ニ
ア
と
高
位
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
管
理
職
の
移
住
の
新
た
な
一

波
が
促
さ
れ
〉
15
〈

た
。
こ
の
移
民
の
一
波
で
は
、
新
た
な
現
象
が
浮
上
し

て
き
た
。
つ
ま
り
ま
す
ま
す
多
く
の
台
湾
企
業
幹
部
が
、
家
庭
を
中

国
の
就
業
地
点
に
移
し
、
不
動
産
を
購
入
し
、
外
国
人
学
校
や
現
地

人
学
校
に
子
女
を
通
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
家
を
挙

げ
て
移
動
す
る
現
象
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
生
み
出
し

た
。
そ
れ
は
、
家
庭
の
移
転
に
と
も
な
う
夫
婦
や
親
子
関
係
の
適
応

と
変
遷
や
、
海
峡
を
越
え
た
新
し
い
家
庭
親
族
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
〉
16
〈
成
、
そ
れ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
遷
で
あ
る
。
別
の
側
面

で
は
、
台
湾
人
移
民
と
現
地
人
と
の
結
婚
も
顕
著
に
増
加
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
に
、
こ
の
段
階
で
は
台
商
協
会
の
組
織
も
明
ら
か
に

増
加
し
て
お
り
、
目
下
の
と
こ
ろ
す
で
に
百
を
超
え
る
台
商
協
会
が

各
地
に
設
立
さ
れ
て
い
〉
17
〈
る
。

　
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る
滞
在
の
長
期
化
、
現
地
化
の
傾
向
は
、

近
年
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
多
く
報
道
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体

的
な
人
数
の
統
計
は
諸
説
粉
々
で
あ
り
全
く
整
っ
て
い
な
い
。
上
海

市
台
湾
事
務
弁
公
室
の
話
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
二
年
に
上
海
市
台
湾

事
務
弁
公
室
は
、「
常
住
台
商
人
口
（
居
住
三
か
月
以
上
）
は
二
二

万
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
居
住
一
年
以
上
の
者
約
二
万
人
、
上
海
か

ら
出
入
境
し
た
台
商
は
五
〇
万
人
以
上
で
あ
る
。
も
し
周
辺
地
区
を

加
え
る
な
ら
、
常
に
上
海
に
停
留
も
し
く
は
短
期
居
住
し
て
い
る
台

湾
人
は
少
な
く
と
も
五
〇
万
人
以
上
は
い
る
」
と
公
表
し
〉
18
〈
た
。
二
〇

〇
六
年
、
上
海
市
台
湾
事
務
弁
公
室
主
任
は
「
権
威
あ
る
統
計
」
を

公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
上
海
に
六
か
月
以
上
に
わ
た
り
居
住

し
て
い
る
「
常
駐
型
」
台
胞
は
す
で
に
二
〇
万
人
を
超
え
て
い
〉
19
〈

る
。

台
商
が
最
も
早
く
集
住
し
た
広
東
で
は
、
二
〇
一
一
年
の
常
住
人
口

が
二
〇
万
人
を
超
え
て
い
〉
20
〈

る
。
台
湾
資
本
が
最
も
密
に
集
中
し
て
い

る
東
莞
で
は
、
あ
る
古
参
の
台
商
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
の
常
住

人
口
は
四
万
人
余
り
で
あ
〉
21
〈

る
。
別
の
報
道
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年

に
お
け
る
東
莞
常
住
の
台
商
人
口
は
一
〇
万
人
を
超
え
て
い
〉
22
〈

る
。
廈

門
市
台
湾
聯
誼
会
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
の
廈
門
市
で
は
、
六
万

人
余
り
の
常
住
人
口
が
あ
〉
23
〈
る
。
商
業
メ
デ
ィ
ア
は
（
中
台
双
方
と

も
）、
往
々
に
し
て
台
湾
移
民
の
数
を
誇
張
す
る
。
台
湾
国
家
安
全

会
議
が
委
託
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
に
よ
る
と
、
台
湾
人
の
大

上
海
地
区
に
お
け
る
常
住
人
口
は
、
す
で
に
七
〇
万
人
に
達
し
て

い
〉
24
〈
る
。
中
国
政
府
第
六
次
人
口
調
査
に
よ
る
と
、「
調
査
登
記
を
受

け
た
」
台
湾
人
の
中
国
常
住
人
口
は
一
七
万
人
で
あ
る
が
、
こ
の

デ
ー
タ
は
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て

い
〉
25
〈
る
。
し
か
し
如
何
に
せ
よ
、
急
速
に
発
展
す
る
中
国
東
南
沿
海
の

い
く
つ
か
の
都
市
部
に
お
い
て
台
湾
人
は
、
す
で
に
商
工
業
者
群
と

生
活
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
身
分
政
治
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
な
か
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、

お
お
よ
そ
胡
錦
濤
ら
第
四
世
代
指
導
者
に
引
き
継
が
れ
た
あ
た
り

で
、
中
国
政
府
の
採
用
す
る
単
独
主
義
政
策
が
ま
す
ま
す
顕
著
に



20

な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
主
と
し
て
李
登
輝
総
統
の
任
期
後
半
か

ら
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
に
民
進
党
の
陳
水
扁
総
統
が
台
湾
の
政
権
を

握
っ
て
か
ら
、
両
岸
間
の
正
式
な
協
議
の
ル
ー
ト
が
存
在
し
な
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
中
国
側
は
単
独
で
台
商
と
台
湾
人
に
優
遇
と

「
国
民
待
遇
」
を
与
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
は
貸
し
付

け
、
農
産
品
の
輸
入
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
就
業
、
社
会
保
険
な
ど
の

項
目
が
含
ま
れ
る
。
中
国
当
局
の
新
し
い
政
策
が
も
た
ら
し
た
重
要

な
結
果
は
、
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
関
す

る
テ
ー
マ
が
浮
上
す
る
よ
う
に
な
り
、
台
湾
側
に
政
策
面
で
の
衝
撃

を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
理
論

か
ら
み
る
と
、
ま
す
ま
す
多
く
の
台
湾
人
が
長
期
に
わ
た
り
移
住
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
で
の
身
分
は
、
一
種
の
デ
ニ
ズ
ン
シ
ッ
プ

（denizenship

）
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
集
団
は
、
完
全
な
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
特
に
政
治
に
参

加
す
る
権
利
）
が
、
非
シ
テ
ィ
ズ
ン
（non-citizen

）
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
身
分
の
あ
り
方
は
明
確
で
固
定
化
す
る
傾
向
に
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
一
種
の
一
時
的
な
過
渡
的
状
態
な
の
か
、
こ
れ
は
非

常
に
注
目
に
値
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
台
湾
資
本

企
業
が
台
湾
で
社
員
を
募
集
し
た
と
き
、
採
用
さ
れ
た
者
の
多
く
は

労
働
市
場
に
は
じ
め
て
加
わ
り
、
仕
事
の
場
所
を
中
国
と
す
る
者
で

あ
っ
た
。
同
時
に
、
中
国
現
地
企
業
に
勤
め
る
台
湾
人
も
、
日
増
し

に
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
就
業
経
験
は
、
台
湾
人
に
と
っ
て
は
新

し
い
体
験
で
あ
っ
た
。

㈣
　二
〇
〇
八
年
〜
現
在

　
こ
の
最
新
の
段
階
は
、
主
に
政
治
の
変
遷
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
に
国
民
党
が
総
統
選
挙
で
勝
利

し
、
馬
英
九
が
総
統
に
就
任
し
た
後
、
北
京
と
積
極
的
に
協
議
を
繰

り
広
げ
た
。
早
く
は
二
〇
〇
五
年
に
、
当
時
の
国
民
党
主
席
連
戦
が

す
で
に
中
国
を
訪
問
し
て
、
中
国
の
指
導
者
で
あ
る
胡
錦
濤
と
会
談

を
お
こ
な
い
、
若
干
の
合
意
に
達
す
る
と
と
も
に
、「
国
共
合
作
」

を
推
進
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
馬
政
府
が
政
権
に
つ
い
た
後
の
中
国

と
の
協
議
は
と
て
も
迅
速
に
進
ん
だ
。
中
国
が
採
用
し
て
い
た
前
述

の
単
独
主
義
政
策
は
、
こ
の
段
階
に
な
っ
て
両
者
協
議
の
方
向
へ
と

新
た
に
揺
れ
動
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
側
の
協
力
に
よ
り
、
台
湾
は

わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
北
京
と
多
く
の
協
議
に
署
名
し
た
。
こ
れ
に

は
中
国
人
観
光
客
の
来
台
や
、
経
済
貿
易
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
安

全
な
ど
の
議
題
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
「
経

済
協
力
枠
組
協
議
」（E

conom
ic C

ooperation Fram
ework A

gree-
m

ent 

略
称
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
中
国
は
台
湾

に
対
し
て
「
買
い
付
け
政
策
」
も
展
開
し
、
確
証
市
政
府
の
指
導
者

が
次
々
に
台
湾
を
訪
問
し
、
台
湾
産
品
を
買
い
付
け
る
任
務
を
担
っ

た
。
台
湾
か
ら
中
国
へ
の
直
接
投
資
の
金
額
は
、
二
〇
〇
八
年
に
過

去
最
多
の
一
〇
七
億
ド
ル
を
記
録
し
た
。
二
〇
〇
九
年
に
は
七
一
億

ド
ル
、
二
〇
一
〇
年
に
は
さ
ら
に
多
い
一
四
六
億
ド
ル
に
達
し
た
。

中
国
人
観
光
客
の
来
台
人
数
は
、
二
〇
一
〇
年
に
一
五
九
万
人
に
達
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し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
両
岸
の
経
済
社
会
的
交
流
の
密
度

は
大
幅
に
増
加
し
た
。
こ
の
新
し
い
局
面
は
両
岸
政
治
に
何
ら
か
の

大
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
一
月
に
台
湾
で

は
総
統
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
選
挙
前
、
馬
政
府
は
対
中
政
策
の

実
績
を
全
力
で
宣
伝
し
た
。
結
果
と
し
て
国
民
党
の
馬
英
九
が
勝
利

し
（
得
票
率
五
一
・
六
％
）、
民
進
党
の
蔡
英
文
が
敗
れ
た
（
四
五
・

六
％
）。
投
票
直
前
に
は
、
中
国
と
利
害
関
係
に
あ
る
多
く
の
企
業

が
、「
九
二
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
維
持
へ
の
支
持
、
す
な
わ
ち
馬
英
九

に
よ
る
現
行
の
対
中
政
策
路
線
へ
の
支
持
を
公
に
表
明
し
た
。
ま
た

馬
政
府
も
、「
九
二
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
が
な
け
れ
ば
現
在
の
両
岸
関

係
を
維
持
す
る
の
は
難
し
い
、
と
何
度
も
述
べ
た
。
そ
の
た
め
、
馬

英
九
の
勝
利
は
中
国
側
が
利
益
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
考
え

る
評
論
家
も
い
〉
26
〈

る
。
こ
の
選
挙
結
果
は
い
く
つ
か
の
注
目
点
を
も
た

ら
し
た
。
⑴
現
在
の
国
共
合
作
下
に
お
け
る
「
台
湾
海
峡
安
定
モ
デ

ル
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支
持
を
一
定
程
度
獲
得
し
て
い
る
。
⑵
台
湾

の
民
衆
は
相
当
数
が
「
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
体
制
」
を
支
持
し
て
い
る
。
⑶
中

国
は
台
湾
に
対
す
る
「
買
い
付
け
政
策
」
を
引
き
続
き
強
化
し
て
い

る
。
⑷
両
岸
関
係
は
引
き
続
き
「
制
度
化
」
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を

有
し
て
い
る
。
⑸
今
後
の
四
年
、
両
岸
は
何
ら
か
の
形
式
の
政
治
協

定
に
調
印
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。
台
湾
人
は
馬
政
府
が
両
岸
政

治
協
議
に
あ
た
る
の
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
か
。
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
衝
撃
が
生
み
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら

は
深
く
観
察
す
る
に
値
す
る
。

　
次
節
で
は
、
中
国
に
転
居
し
た
台
湾
人
移
住
者
に
対
し
て
両
岸
政

府
が
定
め
た
規
範
や
権
利
の
範
囲
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
に
焦

点
を
当
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
身
分
政
治

に
つ
い
て
議
論
す
る
。

二

　中
国
に
お
け
る
台
湾
人
の
身
分
政
治

　
中
国
に
移
住
し
た
台
湾
人
は
、
近
年
来
の
中
国
に
対
す
る
台
商
企

業
の
投
資
や
中
国
に
お
け
る
労
働
市
場
の
開
放
に
と
も
な
っ
て
増
加

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
移
り
住
ん
だ
時
間
は
ま
だ
短
く
、
こ
の
移
住

者
た
ち
が
将
来
に
お
い
て
長
期
的
な
定
住
を
選
択
す
る
か
ど
う
か
、

そ
の
趨
勢
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
の
大
多
数

は
ま
だ
頻
繁
に
両
地
を
往
来
し
て
い
る
。
台
湾
と
中
国
が
こ
れ
ら
の

流
動
者
に
対
応
し
て
設
定
し
た
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
地
位

（m
em

ber ship status

）、
本
節
で
は
こ
こ
に
分
析
の
重
点
を
お
〉
27
〈

く
。

受
け
入
れ
国
の
側
で
は
、
中
国
が
設
定
し
た
身
分
制
度
、
例
え
ば
台

胞
証
、
工
作
証
、
居
留
証
、
身
分
証
な
ど
が
、
台
湾
人
の
中
国
に
お

け
る
滞
在
期
限
、
就
業
生
活
、
出
入
国
、
ひ
い
て
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
と

な
る
可
能
性
に
も
影
響
す
る
。
送
り
出
し
国
の
側
で
は
、
台
湾
政
府

は
近
年
次
々
と
法
律
を
定
め
て
、
台
湾
住
民
が
中
国
に
移
住
し
た
後

に
取
得
し
た
正
式
な
身
分
と
台
湾
で
す
で
に
有
し
て
い
る
身
分
と
の

間
で
、
何
が
重
複
し
て
も
い
い
か
、
何
が
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
中
国
と
台
湾
が
こ
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れ
ら
移
住
者
に
付
与
す
る
権
利
が
規
定
上
で
経
て
き
た
変
遷
に
つ
い

て
分
析
す
る
。

　
ま
ず
中
国
が
台
湾
人
移
住
者
を
管
理
す
る
政
策
を
み
て
い
く
。
台

湾
住
民
が
中
国
に
入
っ
て
く
る
こ
と
及
び
滞
在
期
限
に
つ
い
て
中
国

は
一
貫
し
て
緩
や
か
な
原
則
を
採
用
し
て
き
た
。
例
え
ば
一
年
か
ら

五
年
の
有
効
期
限
を
持
つ
滞
在
許
可
を
得
る
と
、
台
湾
住
民
は
中
国

で
の
滞
在
と
出
入
境
に
つ
い
て
は
こ
の
許
可
に
よ
っ
て
、
出
入
境
許

可
の
手
続
き
を
新
た
に
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、「
外
の
境

界
」
が
緩
や
か
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
単
に
台
湾
人
が
中
国
国
内
に

入
る
の
と
、
滞
在
の
延
長
を
し
や
す
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
「
内
の
境
界
」
を
管
理
す
る
政
策
は
変
化
の
幅
が
比
較

的
大
き
い
。
よ
っ
て
本
節
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
台
湾
人
移
住
者
が
中
国

に
入
っ
た
後
の
仕
事
、
住
居
、
社
会
福
祉
な
ど
に
関
す
る
規
定
を
扱

う
。
就
業
規
定
の
改
変
と
、
そ
の
こ
と
が
代
表
し
て
い
る
内
の
境
界

の
管
理
に
焦
点
を
当
て
る
。

㈠
　統
合
と
管
理
│
│
中
国
に
お
け
る
台
湾
人
の
就
業
権

　
一
般
的
に
い
っ
て
、
受
け
入
れ
国
の
労
働
市
場
に
ス
ム
ー
ズ
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
の
は
、
移
住
者
が
最
も
関
心
を
も
つ
問

題
で
あ
る
。
中
国
政
府
が
台
湾
人
に
中
国
に
お
け
る
労
働
権
を
与
え

る
こ
と
は
、
台
湾
人
に
「
国
民
待
遇
」
を
与
え
る
た
め
の
政
策
的
力

点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
政
策
の
方
向
性
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
中
国
の
単
独
主
義
的
行
動
の
、
台
湾
人
に
対
す
る
吸
引

力
と
、
台
湾
政
府
に
与
え
る
圧
力
で
あ
る
。

　
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
中
国
政
府

の
規
範
が
、
最
も
大
き
く
変
化
し
た
の
は
二
〇
〇
五
年
に
修
正
・
公

布
さ
れ
た
「
台
湾
香
港
マ
カ
オ
住
民
の
内
地
に
お
け
る
就
業
管
理
規

定
」
で
あ
る
。
こ
れ
よ
っ
て
台
湾
住
民
の
中
国
就
業
市
場
へ
の
参
加

に
関
す
る
規
定
が
拡
大
さ
れ
緩
め
ら
れ
た
。
新
規
定
の
第
一
条
に
は

そ
の
主
旨
が
示
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
・
香
港
・
マ
カ
オ
人
を
明
確
に

「
中
国
公シ
テ
ィ
ズ
ン民

」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
基

づ
く
の
で
、
台
湾
住
民
が
中
国
に
行
っ
て
仕
事
を
す
る
の
に
、
も
は

や
外
国
人
の
よ
う
に
幾
重
に
も
重
な
る
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
な

い
。
以
下
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
だ
け
で
、
各
種
職
業
に
就
く
こ

と
が
で
き
る
。
⑴
年
齢
が
一
八
歳
か
ら
六
〇
歳
（
投
資
家
と
中
国
が

緊
急
に
必
要
と
す
る
技
術
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
）、
⑵
体
が
健
康

（
健
康
証
明
が
必
要
）、
⑶
有
効
な
旅
券
（
台
胞
証
）
を
持
っ
て

い
〉
28
〈

る
。

　
そ
れ
以
前
の
規
定
と
比
較
す
る
と
、
新
し
い
規
定
は
台
湾
人
が
中

国
に
行
っ
て
就
業
す
る
の
に
と
っ
て
有
利
な
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
不
利

な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
有
利
な
部
分
に
つ
い
て
い
う
と
、
も
と
の
規
定

で
は
中
国
企
業
が
三
週
間
の
公
開
募
集
を
お
こ
な
い
、
現
地
の
社
員

が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
時
に
だ
け
、
台
湾
住
民
を
採

用
し
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
新
規
定
で
は
こ
の
制
限
が
な

く
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
も
と
の
規
定
で
は
中
国
に
お
け
る
台
湾

住
民
の
就
業
は
、「
そ
の
業
種
で
実
際
に
仕
事
の
経
験
が
あ
る
」
者
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
新
規
定
で
は
こ
の
条
件
は
な
く

な
っ
た
。
ま
た
、
就
業
経
験
の
な
い
台
湾
住
民
や
、
中
国
の
大
学
を

卒
業
し
て
ま
だ
仕
事
の
経
験
の
な
い
台
湾
人
学
生
も
、
直
接
労
働
市

場
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
台
湾
住

民
の
就
業
許
可
手
続
き
も
、
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
た
。
中
国
に
お
け

る
台
湾
住
民
の
就
業
に
は
、
以
前
は
就
業
証
の
申
請
が
必
要
で
あ
っ

た
。
新
規
定
で
は
就
業
証
に
関
す
る
許
認
可
権
が
簡
略
化
さ
れ
、
地

方
（
市
）
レ
ベ
ル
の
労
働
保
障
部
門
で
審
査
が
可
能
と
な
り
、
か
つ

十
営
業
日
以
内
に
許
可
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
に

就
業
証
の
毎
年
の
審
査
も
な
く
な
っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
新
規
定
は
台
湾
人
の
就
業
に
と
っ
て
不
利
に
な
っ

た
箇
所
も
あ
る
。
主
に
そ
れ
は
雇
用
さ
れ
る
台
湾
住
民
の
た
め
に
雇

用
主
は
社
会
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
点
で
あ

る
。
理
論
上
は
、
中
国
で
就
業
す
る
台
湾
住
民
が
、
中
国
住
民
と
同

様
に
社
会
保
険
に
加
入
し
、
社
会
保
障
に
お
い
て
同
じ
待
遇
を
享
受

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
台
湾
住
民
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
向
上
を
意

味
す
る
。
し
か
し
実
際
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
は
、
雇
用
主
が
台
湾

住
民
を
雇
う
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
台
湾
資
本
企
業
に
と
っ

て
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
大
部
分
の
企
業
は
台
湾
人
幹
部
の
た

め
に
す
で
に
台
湾
で
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

社
会
保
険
の
費
用
を
二
重
に
支
出
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、

台
湾
人
幹
部
を
雇
用
す
る
人
事
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
、
二
〇
〇
五
年
の
「
就
業
管
理
規
定
」
の
改
正
で
、
台

湾
住
民
は
中
国
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
付
与
さ
れ
、
就
業
の
自
由
や

社
会
保
険
に
加
入
す
る
権
利
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
別
の

側
面
で
は
彼
ら
の
義
務
も
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
一
定
割
合
の
給
料

を
差
し
出
す
こ
と
で
中
国
の
保
険
制
度
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
れ
は
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
移
民
に
は
異
な
る
影

響
を
及
ぼ
す
。
第
一
の
類
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
台
湾
資

本
企
業
で
働
く
、
台
湾
か
ら
派
遣
さ
れ
た
幹
部
に
と
っ
て
は
、
こ
の

規
定
は
権
利
よ
り
義
務
の
方
が
多
い
。
新
規
定
は
台
湾
住
民
が
中
国

に
お
い
て
就
業
す
る
と
き
社
会
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
強
制
し
て

お
り
、
台
湾
資
本
が
台
湾
人
幹
部
を
雇
用
す
る
コ
ス
ト
を
上
昇
さ
せ

て
お
り
、
そ
の
結
果
は
台
湾
人
が
中
国
に
お
い
て
就
業
す
る
敷
居
を

高
く
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
台
湾
資
本
の
雇
用
主
と
台
湾
人

幹
部
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
は
す
で
に
母
国
に
お
い
て
労
働
・
健
康
保

険
料
を
納
め
て
い
る
た
め
、
中
国
に
お
け
る
社
会
保
険
料
は
、
形
を

変
え
た
一
種
の
「
税
」
に
等
し
い
。
そ
の
た
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
法
律

の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
提
案
す
る
対
応
策
は
、
高
給
を
得
て
い
る
台

湾
人
の
数
を
減
ら
す
か
、
給
与
の
低
い
台
湾
人
学
生
を
使
う
（
す
で

に
制
度
が
緩
め
ら
れ
卒
業
し
て
す
ぐ
に
中
国
で
就
業
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
）、
も
し
く
は
中
国
現
地
人
を
使
う
と
い
う
も
の
で
あ
〉
29
〈

る
。

ゆ
え
に
、
新
規
定
は
矛
盾
し
た
政
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
制
度
を
緩
め
て
台
湾
住
民
が
中
国
に
行
く
こ
と
を
奨
励
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
の
働
き
は
台
湾
住
民
の
移
住
を
抑
制
す
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る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
新
し
い
政
策
の
政

治
的
意
味
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
権
利
と
義
務
を
同
時
に
付
与
す

る
こ
と
で
、
台
湾
人
移
民
を
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
体
系
の
中
に
さ
ら

に
統
合
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
類
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
台
湾
資
本
企
業
か
ら

中
国
に
派
遣
さ
れ
た
台
湾
人
就
業
者
で
は
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
こ

の
新
規
定
は
保
障
を
増
加
さ
せ
る
。
以
下
二
つ
の
新
聞
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
は
、
こ
の
種
の
台
湾
移
民
の
反
応
を
は
っ
き
り
と
表
し
て
い

る
。

　
　
　
北
京
大
学
の
修
士
課
程
で
法
律
学
を
専
攻
す
る
趙
世
聡
は
次

の
よ
う
に
語
る
。
こ
の
政
策
は
台
湾
人
学
生
の
卒
業
後
の
進
路

に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
特
に
社
会
保
険
の
面
で
は
、
台
湾
人

学
生
に
安
全
で
保
障
あ
る
環
境
が
提
供
さ
れ
る
。
過
去
に
卒
業

し
た
台
湾
人
学
生
の
大
半
は
台
湾
企
業
や
外
資
系
企
業
に
就
職

し
、
大
陸
の
企
業
に
行
っ
た
者
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
規
定

を
緩
め
た
後
に
は
、
試
し
て
み
る
台
湾
人
学
生
も
必
ず
出
て
く

る
だ
ろ
う
。

　
　
　
復
旦
大
学
の
博
士
課
程
で
国
際
関
係
を
学
ぶ
梁
忠
は
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。
以
前
は
台
湾
人
学
生
が
現
地
の
機
関
で
仕
事

を
す
る
と
き
に
は
、
戸
籍
が
な
い
た
め
、
さ
ら
に
は
会
社
が
節

約
や
節
税
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
労
働
契
約
が
結
ば
れ
ず
、
当

然
社
会
保
険
も
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
保
険
が
あ
り
、
ま
た
労

働
契
約
を
結
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
台
湾
人
学
生
や
そ
の
他
の
台
湾

人
が
大
陸
に
行
っ
て
就
業
す
る
と
き
に
は
保
障
が
あ
〉
30
〈

る
。

　
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
中
国
で
働
く
者
は
依
然
と
し
て
典
型
的

な
台
湾
人
（
派
遣
）
幹
部
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
新
規
定
の

現
実
的
な
意
味
は
、
権
利
と
義
務
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
中
国
の
新
就
業
規
定
は
一
方
で
台
湾
人
就
業
者
に
等
し

い
労
働
条
件
と
社
会
保
険
制
度
に
参
加
す
る
権
利
を
付
与
す
る
が
、

も
う
一
方
で
台
湾
人
幹
部
の
よ
う
な
就
業
者
に
つ
い
て
い
う
と
、
す

で
に
台
湾
の
健
康
保
険
や
そ
の
他
の
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
上

に
、
さ
ら
に
中
国
の
社
会
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ

は
「
国
民
待
遇
」
を
獲
得
す
る
の
に
あ
た
り
必
ず
求
め
ら
れ
る
「
税

負
担
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
み
る
と
、
中
国

が
近
年
台
湾
人
に
対
し
て
と
っ
て
い
る
単
独
主
義
的
戦
略
は
、「
国

民
待
遇
」
を
享
受
す
る
台
湾
人
に
と
っ
て
は
、
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な

い
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
権
利
の
享
受
と
義
務
の

履
行
と
は
コ
イ
ン
の
裏
表
で
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ

る
の
で
あ
る
。

㈡
　狭
間
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
│
│
母
国
の
政
策

　
台
湾
が
中
国
に
移
住
す
る
台
湾
人
を
規
範
づ
け
る
規
定
の
う
ち
最

も
重
要
な
の
は
、
戸
籍
を
喪
失
す
る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
中
華
民
国
は
い
ま
だ
に
そ
の
統
治
範
囲
は
中
国
大
陸
も
含
ん
で
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い
る
と
公
言
し
て
い
る
た
め
、
台
湾
の
国
籍
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

は
一
貫
し
て
戸
籍
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
き
た
。
両
岸
関
係
条
例
で

は
、
ま
ず
台
湾
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
は
台
湾
に
居
住
し
戸
籍
を
設
け
て
い

る
台
湾
地
区
人
民
と
定
義
し
、
大
陸
に
居
住
し
大
陸
に
戸
籍
を
設
け

て
い
る
大
陸
地
区
人
民
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
戸

籍
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
保
持
で

き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。

他
の
国
に
移
住
し
た
台
湾
住
民
が
戸
籍
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
戸
籍
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
中
国
大
陸
に
移
住
し
た

台
湾
住
民
に
つ
い
て
は
両
岸
関
係
条
例
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
の

両
岸
関
係
条
例
は
幾
度
も
改
正
を
経
て
き
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
社

会
的
権
益
の
面
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
攻
防
拠
点
と
な
っ
て
い
る

の
は
健
康
保
険
を
維
持
で
き
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
面
で
は

こ
れ
は
台
湾
の
社
会
福
祉
政
策
の
中
で
台
湾
シ
テ
ィ
ズ
ン
に
と
っ
て

最
も
整
っ
た
保
障
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
国
外
に
移
民
し
た
台
湾
人

は
、
台
湾
の
健
康
保
険
制
度
に
依
然
と
し
て
と
て
も
依
存
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

⑴

　台
湾
戸
籍
の
防
衛
戦

　
台
湾
移
民
の
中
国
に
お
け
る
身
分
問
題
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、

最
も
重
要
な
の
は
「
台
湾
地
区
と
大
陸
地
区
人
民
関
係
条
例
」
で
あ

る
。
こ
の
法
令
は
台
湾
が
住
民
の
往
来
（
移
住
を
含
む
）
を
規
範
づ

け
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、「
第
一
章
　
総
則
　
第
一
条
　

国
家
統
一
ま
で
の
間
、
台
湾
地
区
の
安
全
と
民
衆
の
福
祉
を
確
実
に

保
証
し
、
台
湾
地
区
人
民
と
大
陸
地
区
人
民
の
往
来
を
規
範
づ
け
発

生
す
る
法
律
案
件
を
処
理
す
る
た
め
、
特
に
本
条
例
を
制
定
す
る
」

と
い
う
こ
の
法
令
の
主
旨
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
政
治
の
張
力
を
充
分

に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
条
例
の
精
神
は
曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い

国
家
の
状
態
（statehood

）
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
中
華
民
国
憲
法
に
従
う
と
、
国
民
の
定
義
の
範
囲
か
ら
大
陸

地
区
人
民
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
両
岸
関
係
条
例
は

ま
ず
初
め
に
大
陸
地
区
と
は
何
か
、
台
湾
地
区
と
は
何
か
、
そ
し
て

台
湾
地
区
人
民
と
大
陸
地
区
人
民
と
は
何
か
に
つ
い
て
境
界
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
住
民
の
境
界
設
定
は
戸
籍
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
、
台
湾
地
区
人
民
と
は
台
湾
地
区
に
戸
籍
を
設
け
て
い
る
住

民
を
指
す
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
般
的
な
移
出
人
口
に
関
す
る
最
も
早
い
規
定
は
、
も
し
本
国
人

が
出
国
し
六
か
月
間
入
境
し
な
け
れ
ば
、
除
籍
さ
れ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
新
し
い
規
定
で
は
二
年
間
入
境
し
な
け
れ

ば
除
籍
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
（
戸
籍
法
第
二
〇
条
第

二
項
）。
二
〇
〇
一
年
以
前
は
、
両
岸
関
係
条
例
第
二
条
に
お
い
て

「
台
湾
地
区
人
民
が
大
陸
に
行
っ
て
四
年
後
に
は
大
陸
地
区
人
民
へ

と
身
分
が
変
わ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
、
台
湾
地

区
人
民
で
大
陸
地
区
に
戸
籍
を
設
け
た
者
が
、
も
し
台
湾
戸
籍
が
ま

だ
存
在
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
台
湾
地
区
人
民
の
身
分
は
こ
れ
に
よ
っ

て
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
二
重
戸

籍
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
二
〇
〇
二
年
の
新
し
い
法
改
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正
で
は
、
台
湾
人
は
必
ず
両
岸
の
身
分
二
つ
の
な
か
ら
一
つ
を
選
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
に
戻
っ
た
。
現
在
の
両
岸
関
係
条

例
第
九
条
第
一
項
で
は
、「
台
湾
地
区
人
民
は
大
陸
地
区
に
お
い
て

戸
籍
を
設
け
る
も
し
く
は
大
陸
地
区
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
得
し
て
は

な
ら
な
い
」、
違
反
し
た
者
は
「
台
湾
地
区
人
民
の
身
分
お
よ
び
台

湾
地
区
に
お
け
る
選
挙
、
罷
免
、
法
律
の
制
定
、
改
廃
、
軍
職
、
公

職
の
担
当
お
よ
び
台
湾
地
区
に
戸
籍
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す

る
一
連
の
権
利
を
喪
失
し
、
戸
政
機
関
が
台
湾
地
区
の
戸
籍
登
記
を

抹
消
す
る
。
た
だ
し
台
湾
地
区
人
民
の
身
分
に
よ
っ
て
負
う
責
任
と

義
務
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
喪
失
あ
る
い
は
免
除
さ
れ
な
い
」
と
し
て

い
る
。

　
二
〇
〇
二
年
の
法
改
正
後
、
大
陸
委
員
会
法
政
処
長
は
新
聞
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
新
し
い
法
令
は
「
台
湾
地
区
人
民
が
大
陸

地
区
に
お
い
て
戸
籍
を
設
け
る
も
し
く
は
大
陸
地
区
の
パ
ス
ポ
ー
ト

を
取
得
す
る
こ
と
で
二
重
身
分
と
な
り
、
権
利
義
務
の
重
複
と
衝
突

を
引
き
起
こ
す
の
を
避
け
る
た
め
、
国
際
的
に
通
用
し
て
い
る
単
一

戸
籍
制
を
参
照
し
た
。
し
か
も
大
陸
地
区
も
現
在
の
と
こ
ろ
身
分
の

規
定
は
単
一
身
分
制
を
採
用
し
て
い
る
」
と
述
べ
〉
31
〈

た
。

　
以
上
の
整
理
か
ら
、
大
陸
に
行
き
居
留
す
る
住
民
の
戸
籍
身
分
の

問
題
へ
の
台
湾
政
府
の
処
理
は
、
こ
こ
数
年
来
、
常
に
政
策
調
整
が

不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
政
策
は
幾
度
か
変
化
し
て

お
り
、
本
国
人
が
大
陸
に
行
っ
て
四
年
以
上
た
つ
と
自
動
的
に
台
湾

の
戸
籍
が
抹
消
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
が
、
二
重
戸
籍
を
許

容
す
る
と
い
う
も
の
に
な
り
、
最
近
で
は
両
地
の
戸
籍
（
す
な
わ
ち

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
の
う
ち
一
つ
の
帰
属
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
な
っ
た
よ
う
に
、
確
か
に
揺
れ
動
き
定
ま
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
現
在
の
戸
籍
政
策
か
ら
い
う
と
、
台
湾
は
中
国
に
行
っ
た

住
民
に
対
し
「
帰
郷
政
策
」（hom

eland policies

）
を
採
用
、
つ
ま

り
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
単
一
選
択
制
度
に
よ
っ
て
、
移
住
と
中
国
の

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
統
合
に
と
も
な
う
代
価
を
重
く
し
て
い
る
。

こ
の
政
策
の
意
図
は
、
こ
の
よ
う
な
設
定
を
通
し
て
、
台
湾
人
が
長

期
に
わ
た
っ
て
中
国
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
体
系
に
統
合
さ
れ
な
い
よ

う
促
す
こ
と
を
、
最
終
的
に
は
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
戸
籍
の
単

一
選
択
政
策
を
巣
離
れ
し
た
者
へ
の
圧
力
と
み
な
す
な
ら
ば
、
近
年

の
台
湾
政
府
に
よ
る
企
業
家
が
帰
国
し
て
の
投
資
を
促
す
「
中
小
企

業
帰
還
補
助
制
度
」
は
利
益
誘
導
で
あ
る
。

⑵

　健
康
保
険
│
│
医
療
に
お
け
る
母
国
と
の
臍
帯

　
全
民
健
康
保
険
制
度
は
台
湾
の
社
会
福
祉
の
な
か
で
最
も
整
っ
て

お
り
、
最
も
多
く
の
国
民
が
恩
恵
を
受
け
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
筆

者
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
多
く
の
台
湾
人
は
中
国
で
医
療

を
受
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
依
然
と
し
て
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。
そ

の
主
な
原
因
は
、
現
地
の
医
療
の
質
や
医
療
制
度
、
医
者
と
患
者
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
相
当
程
度
の
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
移
住
者
に
と
っ
て
は
、
な
ん
と
か
し
て
健

康
保
険
資
格
を
保
持
、
も
し
く
は
帰
国
後
す
み
や
か
に
健
康
保
険
に

加
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
移
住
メ
ン
バ
ー
（diaspora

）
と
台
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湾
社
会
と
の
最
も
緊
密
な
制
度
的
連
帯
と
な
る
。
健
康
保
険
へ
の
加

入
資
格
は
、
戸
籍
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
現
在
の

規
定
で
は
、
除
籍
さ
れ
て
お
ら
ず
定
期
的
に
保
険
料
を
納
め
て
さ
え

い
れ
ば
、
健
康
保
険
に
加
入
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
除

籍
さ
れ
た
移
民
が
も
し
帰
国
し
た
場
合
、
台
湾
に
戸
籍
を
設
置
し
て

四
か
月
以
上
た
っ
て
は
じ
め
て
健
康
保
険
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

（
全
民
健
康
保
険
法
第
一
〇
条
第
一
項
第
一
款
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
中
国
の
新
し
い
就
業
法
の
規
定
に
よ

る
と
、
企
業
は
必
ず
台
湾
人
社
員
の
た
め
に
社
会
保
険
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
省
で
一
旦
着
実
に
実
行
さ
れ
る
と
、
多
く
の

台
湾
資
本
企
業
が
人
事
コ
ス
ト
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
台
湾
人
幹

部
の
台
湾
に
お
け
る
労
働
・
健
康
保
険
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
健
康
保
険
の
問
題
は
、
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る

戸
籍
登
録
の
問
題
と
直
接
的
に
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
台

双
方
の
戸
籍
攻
防
戦
に
一
つ
の
変
数
を
加
え
、
こ
れ
を
さ
ら
に
複
雑

で
予
測
が
難
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
短
期
的
に
は
、
現
在
中
国
に
移
住
し
た
台
湾
人
の
健
康
保
険
問
題

で
最
も
関
連
が
あ
る
の
は
、
中
国
に
お
け
る
医
療
支
出
が
増
加
の
趨

勢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
台
湾
の
行
政
院
衛
生
署
中
央
健
康

保
険
局
に
よ
る
国
外
医
療
費
の
自
己
負
担
費
用
払
い
戻
し
金
額
に
関

す
る
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
に
は
約
二
・
二
億
元
が
中
国
で

医
療
を
受
け
た
台
湾
住
民
に
給
付
さ
れ
、
こ
れ
は
海
外
医
療
費
払
い

戻
し
総
額
の
六
九
・
三
％
を
占
め
る
。
そ
の
た
め
、
海
外
移
民
が
健

康
保
険
資
格
を
持
ち
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
大
陸
に

移
り
住
ん
だ
台
湾
住
民
が
焦
点
に
な
る
の
で
あ
る
。
衛
生
署
の
管
理

方
法
は
「
厳
格
な
審
査
」
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
大
陸
地
区

の
医
療
に
は
異
な
る
払
い
戻
し
手
続
き
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
大
陸
地
区
で
の
入
院
が
五
日
以
上
で
、
大
陸
公
証
処
の
公
証
と

海
基
会
の
験
証
を
備
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
医
療
費
払
い
戻
し
が

受
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
証
明
に
多
大
な
コ
ス
ト
が

か
か
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
、
再
び
わ
ず
か
に
申
請
方
法

が
緩
め
ら
れ
、
医
療
費
領
収
書
正
本
と
診
断
書
の
み
公
証
・
験
証
が

必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現

在
の
と
こ
ろ
台
湾
側
は
両
岸
間
を
行
き
来
し
依
然
と
し
て
健
康
保
険

資
格
を
保
有
す
る
移
民
に
対
し
、
医
療
を
受
け
る
行
為
を
監
視
し
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
健
康
保
険
に
濫
用
さ
れ
る
抜
け
穴
を
防

止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
全
く
新
し
い
挑
戦
で
あ

り
、
母
国
政
府
が
ど
れ
だ
け
監
視
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
効
用
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
多
く
を
受
け
入
れ
国
で
あ

る
中
国
政
府
の
協
力
に
頼
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
検
査
に
か
か
る

コ
ス
ト
が
相
当
高
く
な
る
と
し
て
も
、
台
湾
側
は
依
然
と
し
て
健
康

保
険
政
策
上
は
、
海
外
移
民
（
人
数
が
最
多
で
あ
る
大
陸
へ
行
っ
た

移
民
を
含
む
）
が
健
康
保
険
の
身
分
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
こ
れ
は
政
府
が
帰
郷
政
策
を
追
求
す
る
の
に
と
も
な
っ
て
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
価
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
両
岸
政
府
の
戸
籍
や
社
会
保
険
な
ど
制
度
領
域
に
お
け
る
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相
互
作
用
と
攻
防
か
ら
、
海
峡
を
越
え
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
選
択

の
複
雑
性
を
分
析
し
た
。
こ
の
問
題
領
域
が
関
係
す
る
範
囲
は
広

く
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」「
制
度
へ
の
信
頼
」

「
個
人
の
生
き
方
の
選
択
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が

最
終
的
に
ど
の
方
向
へ
発
展
す
る
の
か
は
、
決
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
面
や
党
派
政
治
の
角
度
か
ら
考
え
る
だ
け
で
周
延
的
な
答
え
が
得

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
台
湾
人
移
住
者
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
変

化
に
つ
い
て
事
実
に
即
し
て
深
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
中
国
側
の
角
度
か
ら
観
察
す
る
と
、
両
岸
の
経
済
社
会
関
係
の
雪

解
け
以
来
、
中
国
政
府
は
一
貫
し
て
台
湾
住
民
を
一
種
の
本
国
と
外

国
、
境
界
内
と
境
界
外
の
間
に
あ
る
身
分
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な
し
て

き
た
。「
台
胞
」
と
い
う
、
こ
の
奇
妙
で
特
殊
な
歴
史
的
性
格
を
持

つ
政
治
的
語
彙
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
生
ま
れ
た
。
台
胞
と
い
う
言

い
回
し
は
、
現
在
で
も
依
然
と
し
て
中
国
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る

が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
中
国
側
の
政
策
の
変
化
、
及
び
台
湾

側
の
政
策
的
対
応
に
と
も
な
っ
て
微
妙
な
転
換
が
生
じ
て
い
る
。
よ

り
具
体
的
で
深
く
掘
り
下
げ
た
実
証
研
究
は
、
中
国
政
府
が
外
国
人

と
本
国
人
に
対
応
す
る
身
分
政
策
の
中
に
、
台
湾
か
ら
の
移
住
者
の

身
分
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か

を
解
き
明
か
す
の
に
役
立
つ
。
同
時
に
、「
台
胞
」
身
分
の
複
雑
で

変
化
し
続
け
る
意
味
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
。

　
台
湾
の
角
度
か
ら
み
る
と
、
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る
地
位
と
身

分
の
変
化
に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
、
敵
対
状
態
に
あ
る
母
国
と
受

け
入
れ
国
に
あ
っ
て
、
両
岸
流
動
人
口
の
管
理
を
通
し
て
ど
の
よ
う

に
政
策
の
力
比
べ
を
し
て
い
る
の
か
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
こ
の
政
策
の
力
比
べ
の
効
果
と
コ
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る
手
助
け

と
な
る
。
両
岸
政
治
の
敵
対
的
構
造
の
関
係
に
お
い
て
、
台
湾
人
の

西
へ
の
移
住
は
、
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
の
出
現
を
促
し

た
。
こ
の
政
策
領
域
は
個
別
の
移
住
者
の
主
観
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
身
分
選
択
の
範
囲
を
制
約
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
両
岸
関
係

に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
政
治
の
問
題
」
に
対
し
、
従
来
と
は

異
な
る
認
知
方
法
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三

　海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
の 

政
治
的
意
味

　
上
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
国
際
的
生
産
構
造
の
再
編
、
資
本
流

動
、
両
岸
国
家
競
争
な
ど
が
絡
み
合
っ
た
構
造
は
、
中
国
に
移
住
し

た
台
湾
人
の
置
か
れ
た
制
度
と
政
策
的
背
景
を
制
約
し
て
き
た
。
こ

の
政
策
的
文
脈
は
、
両
岸
双
方
の
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

か
ら
み
る
と
、
各
自
の
「
内
政
」
の
範
囲
に
属
す
る
。
し
か
し
、
分

析
の
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
と
、
こ
の
二
十
年
来
双
方
の
政
策
行
為

は
相
手
の
政
策
決
定
の
影
響
を
強
く
受
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
協
議
を
経
た

も
の
で
は
な
く
、
暗
黙
の
交
渉
（tacit bargaining

）
で
あ
っ
た
と

し
て
も
で
あ
る
。
現
在
の
両
岸
政
治
関
係
に
お
い
て
、
中
国
に
い
る
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台
湾
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
に
関
し
て
は
、
国
際
慣
習
的
な
外
交

ル
ー
ト
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
〇
〇
八
年
に
馬

英
九
政
府
が
中
国
と
の
協
議
を
進
め
た
後
、
両
岸
は
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
に
調

印
し
た
が
、
そ
れ
で
も
後
に
続
く
投
資
面
で
の
協
議
で
は
、
中
国
に

お
け
る
台
湾
人
の
身
体
的
自
由
権
の
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
に
よ
っ
て

大
き
く
長
引
い
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
両
岸
間
の
政
治
制
度

に
は
極
め
て
大
き
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

内
政
問
題
の
両
岸
化
は
、
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
の
第
一

の
構
造
的
特
徴
で
あ
る
。
両
岸
関
係
に
お
い
て
政
治
的
敵
対
と
主
権

論
争
に
関
す
る
飛
躍
的
な
進
展
が
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的

特
徴
は
両
岸
間
の
経
済
社
会
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ず
っ

と
主
導
し
て
い
く
。
今
後
観
察
す
る
に
値
す
る
の
は
、
も
し
両
岸
間

で
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
体
制
が
持
続
的
に
制
度
化
し
て
い
っ
た
場
合
、
海
峡
を

越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
は
両
岸
間
の
恒
常
的
な
協
議
の
対
象
へ

と
変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
特
徴
は
、
両
岸
間
の
二
十
年
来
の
経
済
社
会
的
往
来
に

よ
っ
て
、
緻
密
で
多
く
の
政
策
領
域
に
浸
透
す
る
利
益
関
係
と
社
会

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
す
で
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
角
度
か
ら
み
る
と
、
台
湾
が
付
き
合
い
の
あ
る
国
家
の
中

で
中
国
は
利
害
関
係
が
最
も
密
で
あ
る
（
台
米
間
の
外
交
と
軍
事
関

係
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

密
な
関
係
は
、
両
岸
間
の
政
治
軍
事
的
敵
対
構
造
の
上
に
建
て
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
親
密
で
あ
り
、
敵
対
的
で
も
あ
る
。
内
政
関
係

で
は
な
い
が
、
純
粋
な
国
際
関
係
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は

海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
の
重
要
性
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
両
岸
の
「
非
正
常
」
な
政
治
関
係
に
よ
り
、
海
峡

を
越
え
た
事
務
は
通
常
の
外
交
ル
ー
ト
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
両
岸
間
に
お
け
る
政
策
の
力
比
べ
の
多
く
は
各
種
間

接
的
、
迂
回
の
方
法
に
よ
っ
て
相
互
作
用
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は

「
代
理
戦
争
」
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
心
の
中
の
「
国
民
」
へ
の
求

心
力
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
台
湾
で
は
す
で
に
民
主
的
選
挙
制
度
が
確
立
し
て
お

り
、
政
策
を
制
定
す
る
に
は
大
部
分
は
立
法
機
関
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
興
民
主
主
義
国
家
と
し
て
の
台
湾

の
特
質
、
そ
れ
に
加
え
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分

岐
や
政
治
党
派
の
争
い
、
複
雑
な
資
本
利
益
な
ど
の
要
因
に
よ
っ

て
、
台
湾
が
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
を
処
理
す
る
う
え

で
、
政
策
決
定
過
程
に
は
常
に
不
確
定
な
状
態
が
現
れ
、
ま
た
政
策

決
定
に
よ
る
結
果
も
常
に
予
測
が
難
し
い
。
例
え
ば
、
上
で
分
析
し

た
中
国
に
常
住
す
る
国
民
に
対
す
る
台
湾
の
戸
籍
選
択
は
、
数
年
の

間
に
何
度
も
政
策
変
更
を
経
験
し
た
。
ま
た
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
〜

六
年
の
立
法
院
で
の
予
算
審
議
で
は
、
国
民
党
立
法
委
員
の
提
案
に

よ
っ
て
、
大
陸
委
員
会
の
業
務
に
か
か
る
費
用
が
す
べ
て
削
除
さ

れ
〉
32
〈
た
。
近
年
、
立
法
院
は
す
で
に
両
岸
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
場
に
と
っ
て

外
延
の
戦
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
趨
勢
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
政

治
が
加
熱
す
る
の
に
と
も
な
い
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
く
可
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能
性
が
あ
る
。

　
第
四
に
、
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
と
い
う
視
点
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
分
析
を
、
主
観
的
心

理
評
価
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
以
外
に
、
制
度
や
政
策
の
歴
史
動
態
的

分
析
の
文
脈
に
置
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
初

め
て
そ
の
全
貌
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
二
年
以

来
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
調
査
の
結
果

は
、
す
べ
て
非
常
に
「
安
定
」
し
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。
主
観
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
中
国
人
」
で
あ
る
者
は
、
常
に
一
〇
％
に

満
た
ず
、
二
〇
一
一
年
六
月
の
調
査
で
は
四
・
一
％
で
あ
っ
た
。「
台

湾
人
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
は
い
ず
れ
も
四
〇
％
以
上
で
あ

り
、
二
〇
一
一
年
六
月
は
五
四
・
二
％
で
あ
っ
た
。「
中
国
人
」
と

「
台
湾
人
」
と
を
兼
ね
る
二
重
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
者
も
四
〇
％

前
後
を
維
持
し
て
お
り
、
二
〇
一
一
年
六
月
は
三
九
・
〇
％
で
あ
っ

た
。
統
独
問
題
に
関
す
る
立
場
の
選
択
で
は
、「
現
状
維
持
の
後
に

決
定
す
る
」
に
「
永
久
に
現
状
維
持
」
を
加
え
る
と
、
二
〇
〇
一
年

以
降
す
べ
て
半
数
以
上
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
六
月
は
六
〇
・
一
％

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
統
一
や
独
立
に
賛
成
す
る
者
は
少
数
で

あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
以
来
、
独
立
に
賛
成
す
る
者
は
統
一
に
賛
成

す
る
者
よ
り
常
に
や
や
多
〉
33
〈

い
。
こ
の
趨
勢
か
ら
み
る
と
、「
台
湾
人

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
「
現
状
維
持
」
を
加
え
た
も
の
が
主
流
の

民
意
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
論
調
査
に
よ
っ
て
身

分
政
治
、
特
に
台
湾
人
の
中
国
に
お
け
る
地
位
の
問
題
を
理
解
す
る

の
に
は
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
ま
ず
、
民
意
の
分
布
は
個
人
の
心

理
状
態
の
総
和
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
複
雑
な
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
推
測
す
る
の
は
難
し
い
し
、
個
人
の
選
択
の
過
程
は
現
れ
な
い
。

第
二
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
中
国
に
居
住
し
て
い
る
台
湾
人
は
、
こ

の
よ
う
な
世
論
調
査
で
研
究
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
こ
の
集
団

の
政
治
的
意
見
は
、
海
峡
を
越
え
た
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し

て
示
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
海
峡
を
越
え
た
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
い
う
分
析
視
点
に
よ
っ
て
、
両
岸
関
係
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
政
治
の
問
題
」
に
対
し
、
従
来
と
は
異
な
る
認
識
方
法
が

得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結

　び

　
本
論
の
最
初
で
着
目
し
た
身
分
政
治
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
一
般
的

な
印
象
で
は
、
中
国
は
政
治
的
動
機
か
ら
「
台
胞
」
に
特
殊
な
優
遇

を
与
え
て
お
り
、
特
に
そ
れ
は
外
の
境
界
の
管
理
に
お
け
る
緩
や
か

さ
に
現
れ
て
い
〉
34
〈

る
。
し
か
し
こ
れ
よ
り
推
論
す
る
と
、
台
湾
人
は
中

国
に
お
い
て
中
国
シ
テ
ィ
ズ
ン
や
外
国
人
の
待
遇
以
上
の
も
の
を
享

受
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
外

の
境
界
が
緩
や
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
台
湾
人
が
国
境
を

出
入
り
す
る
の
が
容
易
、
も
し
く
は
居
留
の
延
長
が
便
利
で
あ
る
よ

う
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
内
の
境
界
の
管
理
を
観
察

し
て
は
じ
め
て
真
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
両
岸
の

31──「海峡を越えたガバナンスの場」におけるシティズンシップ政治

往
来
が
開
放
さ
れ
て
以
来
、
制
度
面
で
い
う
と
、
北
京
政
府
は
ゆ
っ

く
り
と
そ
し
て
わ
ず
か
ず
つ
の
歩
調
で
、
台
湾
人
に
与
え
る
待
遇
を

調
整
し
て
き
た
。
上
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て

よ
う
や
く
台
湾
人
に
中
国
で
の
就
業
権
が
正
式
に
与
え
ら
れ
、
そ
れ

と
と
も
に
社
会
保
険
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
る

と
、
身
分
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
は
非
常
に
複
雑
で
あ

る
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
最
近
何
年
か
台
湾
人
の
待
遇
に
関
す
る
中
国
側

の
政
策
は
変
化
の
振
れ
幅
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
台

胞
」
の
意
味
も
、
大
き
な
転
換
を
始
め
て
い
る
。
新
し
く
成
立
し
た

Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
体
制
の
下
、
中
国
に
滞
在
す
る
台
湾
シ
テ
ィ
ズ
ン
は
、
短

中
期
で
居
住
し
優
遇
を
受
け
る
境
界
外
の
人
で
あ
る
「
台
胞
」
か

ら
、
徐
々
に
中
国
の
社
会
福
祉
と
保
険
制
度
に
組
み
込
ま
れ
、「
デ

ニ
ズ
ン
」
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
も
っ
と
進
み
帰
化
し

て
「
中
国
シ
テ
ィ
ズ
ン
」
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
複
雑
で
ゆ

る
や
か
な
過
程
に
お
い
て
、
個
人
や
家
庭
が
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
関
所
は
、
就
学
、
就
業
、
婚
姻
、
家
族
全
体
で
の
移
住
、
不
動
産

の
購
入
、
子
女
の
就
業
、
社
会
保
険
制
度
へ
の
加
入
、
戸
籍
登
記
な

ど
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
精
緻
な
制
度
分
析
と
個
人
移

民
の
生
き
方
を
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
海
峡
を
越
え
た
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
場
と
い
う
視
点
は
、
中
台
関
係
の
研
究
に
は
、
伝
統
的

に
注
目
さ
れ
て
き
た
高
次
元
の
政
治
問
題
（
主
権
、
国
防
安
全
保
障

な
ど
）
以
外
に
も
、
早
急
な
探
求
が
待
た
れ
る
新
た
な
領
域
が
あ
る

こ
と
を
私
た
ち
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
の
初
版
は
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
遠
景
基
金
会
編

輯
『
両
岸
開
放
二
十
年
│
│
回
顧
與
展
望
』
遠
景
基
金
会
、
二
〇
〇

七
年
。
本
稿
は
最
新
の
統
計
資
料
と
状
況
の
進
展
に
合
わ
せ
加
筆
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
整
理
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
研
究
助

理
の
廖
卿
樺
、
黄
佩
君
両
氏
に
感
謝
す
る
。

注〈
1
〉 

台
湾
政
府
が
大
陸
地
区
へ
の
「
旅
行
」
を
開
放
し
た
の
は
一
九

八
七
年
一
一
月
で
あ
る
。

〈
2
〉 

呉
玉
山
﹇1997

﹈
を
参
照
。

〈
3
〉 

呉
介
民
﹇1997

﹈
を
参
照
。

〈
4
〉 

中
台
双
方
の
毎
年
の
デ
ー
タ
に
は
常
に
大
き
な
食
い
違
い
が
あ

る
。
主
要
な
原
因
は
お
そ
ら
く
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
中
国
側
は
毎

年
の
実
行
金
額
に
よ
っ
て
統
計
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
台
湾

側
は
、
初
期
に
大
陸
進
出
し
た
企
業
の
多
く
は
、
後
に
な
っ
て
登
記

の
手
続
き
を
し
た
。
遅
く
に
進
出
し
た
企
業
の
多
く
は
許
可
を
得
る

こ
と
で
融
資
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
繰
り
上
げ
て
申
請
し
て
い
る
。

累
計
総
金
額
の
面
で
、
中
国
側
の
数
字
が
台
湾
側
よ
り
少
な
い
の

は
、
主
に
台
湾
側
経
済
部
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
金
額
の
う
ち
、
一

部
は
中
国
に
お
い
て
実
際
に
は
資
金
投
入
さ
れ
な
か
っ
た
、
も
し
く

は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
資
金
投
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

〈
5
〉 

⑴
中
国
の
資
料
は
『
中
国
統
計
年
鑑
』。
⑵
台
湾
の
資
料
は
大
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陸
委
員
会
の
も
の
と
、
経
済
部
国
際
貿
易
局
に
よ
る
「
両
岸
貿
易
情

勢
分
析
」
の
推
計
。

〈
6
〉 
新
浪
財
経
「
両
岸
一
季
度
双
辺
貿
易
額
創
新
高
」（
第
一
四
半

期
の
両
岸
貿
易
額
は
過
去
最
高
を
記
録
）http://finance.sina.com

.
cn/roll/20110411 /15579668774 .shtm

l

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二

五
日
閲
覧
）。

〈
7
〉 

呉
介
民
﹇1997
﹈。

〈
8
〉 W

u ﹇1997 , 2001
﹈.

〈
9
〉 

鄭
陸
霖
﹇1999

﹈、C
hen M

ing-chi ﹇2006

﹈。

〈
10
〉 

呉
介
民
﹇2005

﹈
を
参
照
。

〈
11
〉 

親
族
訪
問
と
観
光
を
開
放
し
た
一
九
八
七
年
か
ら
、
毎
年
百
万

人
単
位
の
台
湾
人
が
大
陸
に
行
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
五
月
ま
で

の
累
計
は
、
合
わ
せ
て
の
べ
六
三
一
四
万
人
で
あ
る
。
大
陸
委
員
会

「
両
岸
経
済
統
計
月
報
」
に
よ
る
。

〈
12
〉 

内
政
部
入
出
国
及
移
民
署
に
よ
る
。
こ
れ
は
「
許
可
」
の
人
数

で
あ
り
、
実
際
に
入
国
し
た
数
と
は
異
な
る
。
た
だ
入
出
境
管
理
局

が
公
表
し
て
い
る
資
料
は
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
許
可
の
数
字
を
用

い
る
。

〈
13
〉 

内
政
部
戸
政
司
の
統
計
に
よ
る
。

〈
14
〉 

婚
姻
移
民
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
国
境
管
理
と
社
会
福
祉

の
配
分
に
関
わ
る
問
題
は
、
趙
彦
寧
﹇2004 , 2005

﹈
を
参
照
。
台

湾
人
の
婚
姻
移
民
に
対
す
る
政
策
と
態
度
は
、
陳
志
柔
・
徳
林

﹇2005

﹈
を
参
照
。

〈
15
〉 

耿
曙
﹇2002

﹈
を
参
照
。

〈
16
〉 

王
君
琳
﹇2002

﹈、
呉
孟
潔
﹇2006

﹈
を
参
照
。

〈
17
〉 

こ
の
た
め
、
台
商
協
会
の
研
究
は
台
湾
に
お
け
る
中
国
研
究
の

領
域
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
耿
曙
﹇2002

﹈、

Schak ﹇2003

﹈、
呉
介
民
﹇2005

﹈、
耿
曙
・
林
瑞
華
﹇2007

﹈
を

参
照
。

〈
18
〉 “ C

hina Today”  2003 .09 . http://w
w

w.chinatoday.com
.cn/

china/z200310 /36 .htm

〈
19
〉 

『
大
公
網
』
二
〇
〇
六
年
一
二
月
三
〇
日
。http://www.

takungpao.com
:82 /news/06 /12 /30 /Z

M
-672473 .htm

〈
20
〉 

『
人
民
網
』
二
〇
一
一
年
九
月
二
七
日
。「
台
商
台
胞
常
住
広
東

人
口
已
超
二
〇
万
」（
台
商
台
胞
の
広
東
常
住
人
口
は
既
に
二
〇
万

人
を
突
破
）http://gd.people.com

.cn/BIG
5 /15762733 .htm

l

〈
21
〉 

『
中
新
社
』
二
〇
〇
五
年
一
月
一
七
日
。http://blog.roodo.

com
/non2005 /archives/2544778 .htm

l

よ
り
再
引
用
。

〈
22
〉 

『
華
夏
経
緯
網
』
二
〇
一
〇
年
四
月
一
九
日
。http://www.

huaxia.com
/tslj/rdqy/gd/2010 /04 /1847355 .htm

l

〈
23
〉 

『
台
聯
通
訊
』
二
〇
〇
六
年
六
月
一
五
日
。http://www.

zhuhai.gov.cn/waiwang/72905326680276992 /20060630 /202303
2 .htm

l

〈
24
〉 

「
隣
国
猟
人
頭
　
馬
総
統
│
│
人
才
流
失
成
国
安
問
題
」（
隣
国

は
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
　
馬
総
統
│
│
人
材
流
失
は
安
全
保
障
上

の
問
題
に
な
る
）
二
〇
一
一
年
四
月
一
八
日
。http://news.rti.org.

tw/index_newsC
ontent.aspx?nid =292036

〈
25
〉 
『
人
民
網
』
二
〇
一
一
年
四
月
二
九
日
。http://news.sohu.

com
/20110429 /n306678573 .shtm

l

よ
り
再
引
用
。

〈
26
〉 

「
九
二
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
は
複
雑
で
高
度
に
論
争
的
な
テ
ー
マ

33──「海峡を越えたガバナンスの場」におけるシティズンシップ政治

で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
北
京
に
と
っ
て
は
、「
両
岸
そ
れ
ぞ
れ

が
一
つ
の
中
国
原
則
の
堅
持
を
口
頭
で
表
明
す
る
」
と
い
う
も
の
を

指
す
。
馬
英
九
の
国
民
党
政
府
に
と
っ
て
は
、「
一
つ
の
中
国
を
、

そ
れ
ぞ
れ
が
説
明
す
る
」
と
い
う
も
の
を
指
す
。
そ
の
た
め
、
同
じ

語
彙
で
あ
っ
て
も
、
両
岸
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
は
違
い
が
あ
る
。

呉
介
民
﹇2012

﹈
を
参
照
。

〈
27
〉 

本
節
で
扱
っ
た
身
分
政
治
の
問
題
に
関
し
、
さ
ら
な
る
理
論
的

検
討
は
、Tseng and W

u ﹇2011

﹈、
曾
嬿
芬
・
呉
介
民
﹇2010

﹈

を
見
よ
。

〈
28
〉 

国
が
規
定
し
た
職
業
（
例
え
ば
専
門
免
許
を
持
っ
て
い
て
は
じ

め
て
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
る
技
能
工
種
）
だ
け
は
、
規
定

に
従
い
相
応
す
る
資
格
の
証
明
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
医
師
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

〈
29
〉 

蕭
新
永
﹇2005

﹈、
李
永
然
・
施
敏
﹇2005

﹈
を
参
照
。

〈
30
〉 

『
連
合
報
』
Ａ
３
面
／
焦
点
、
二
〇
〇
五
年
六
月
一
六
日
。

〈
31
〉 

『
工
商
時
報
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
日
、
一
一
面
。

〈
32
〉 

呉
介
民
﹇2006

﹈
を
参
照
。

〈
33
〉 

国
立
政
治
大
学
選
挙
研
究
中
心「
重
要
政
治
態
度
分
布
趨
勢
図
」

 
http://esc.nccu.edu.tw

/m
odules/tinyd2 /content/Taiw

anC
hinese 

 
ID

.htm
 

http://esc.nccu.edu.tw/m
odules/tinyd2 /content/tonduID

.htm

〈
34
〉 

例
え
ば
、
初
期
に
は
入
国
審
査
に
「
台
胞
専
用
通
路
」
が
あ
っ

た
。
最
近
で
は
、
台
湾
人
の
中
国
入
国
は
、
中
国
シ
テ
ィ
ズ
ン
に
な

ら
い
、
入
国
カ
ー
ド
を
書
く
必
要
は
な
い
。
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